
令
和
元
年
六
月
十
四
日
受
領

答
弁
第
二
〇
七
号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
二
〇
七
号

令
和
元
年
六
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
議
員
章
を
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
販
売
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
議
員
章
を
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
販
売
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
過
去
に
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
議
員
章
が
販
売
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
か
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
承

知
し
て
い
な
い
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
議
員
章
」
に
つ
い
て
は
、
各
議
員
が
属
す
る
議
会
の
判
断
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い

る
が
、
そ
の
管
理
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
当
該
議
会
に
お
い
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。


